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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月16日(2012.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示画素電極と、
　前記表示画素電極と対向して設けられた共通電極と、
　画像表示機能を有する表示機能層と、
　前記表示画素電極に画像信号に基づく画素電圧を印加すると共に、前記共通電極に画像
表示制御の駆動周期と同期して極性が反転する共通駆動電圧を印加することにより、画像
表示制御を行う表示制御回路と、
　前記共通電極と協働して静電容量を形成するタッチ検出電極と、
　前記共通電極への前記共通駆動電圧の印加に応じて前記タッチ検出電極から得られる検
出信号に基づき、外部近接物体を検出するための検出動作を行うタッチ検出回路と
　を備え、
　前記タッチ検出回路は、前記検出信号の取得時における前記画像信号の階調に基づいて
その検出信号を補正し、検出動作を行う
　表示装置。
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【請求項２】
　前記タッチ検出回路は、
　前記画像信号の階調と、画像表示のためのその階調の画像信号の書き込み動作に起因し
た内部ノイズを含む検出信号の信号値とを対応付けてなるリファレンスノイズデータと、
前記画像信号とを用いて、前記タッチ検出電極から得られる検出信号を補正する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記タッチ検出回路は、
　所定の数の表示画素電極を含む画素領域ごとに、実際に入力された前記画像信号の階調
と前記リファレンスノイズデータにおける検出信号の信号値とを対応付けてなる補正テー
ブルを作成し、
　その補正テーブルを用いて、前記タッチ検出電極から得られる検出信号を補正する
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記タッチ検出回路は、
　前記画素領域ごとに、前記補正テーブル内の検出信号の信号値と前記タッチ検出電極か
ら得られる検出信号の信号値との間で、減算もしくは除算を行うことにより、前記タッチ
検出電極から得られる検出信号の補正信号を生成する
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記共通電極および前記タッチ検出電極がそれぞれ、ストライプ状の複数の電極パター
ンに分割されており、
　各画素領域は、前記タッチ検出電極を構成する電極パターンのストライプピッチに等し
い水平方向長さと、前記共通電極を構成する電極パターンの幅に等しい垂直方向長さとを
有し、
　前記画素領域の前記水平方向長さの中心に、前記タッチ検出電極の電極パターンが位置
している
　請求項３または請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記タッチ検出回路は、１つの水平ラインに沿ったすべての画素領域で個別に行われた
補正の結果を加味して、その水平ライン内の各画素領域において、前記タッチ検出電極か
ら得られる検出信号の再補正を行う
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記タッチ検出回路は、前記画素領域ごとに、前記画像信号の階調に応じた前記リファ
レンスノイズデータにおける検出信号の信号値を用いて、前記タッチ検出電極から得られ
る検出信号の信号値を規格化することにより、そのタッチ検出電極から得られる検出信号
を補正する
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記共通電極および前記タッチ検出電極がそれぞれ、ストライプ状の複数の電極パター
ンに分割されており、
　各画素領域は、前記タッチ検出電極を構成する電極パターンのストライプピッチに等し
い水平方向長さと、前記共通電極を構成する電極パターンの幅に等しい垂直方向長さとを
有し、
　前記画素領域の前記水平方向長さの中心に、前記タッチ検出電極の電極パターンが位置
している
　請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記タッチ検出回路は、１つの水平ラインに沿ったすべての画素領域で個別に行われた
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補正の結果を加味して、その水平ライン内の各画素領域において、前記タッチ検出電極か
ら得られる検出信号の再補正を行う
　請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記リファレンスノイズデータが、有効表示期間同士の間に位置するブランキング期間
において、前記表示制御回路によって前記画素電極に供給された所定の検出用パターン信
号に応じて前記タッチ検出電極から得られる内部ノイズ検出信号を基に作成されたもので
ある
　請求項２ないし請求項９のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記表示制御回路は、前記検出用パターン信号として、所定階調の画像信号を前記画素
電極に供給し、
　前記タッチ検出回路は、前記所定階調に対応する前記内部ノイズ検出信号を取得する
　請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記表示制御回路は、複数回のブランキング期間において、互いに異なる複数の階調の
画像信号を前記検出用パターン信号として前記画素電極に供給し、
　前記タッチ検出回路は、それぞれの階調に対応する前記内部ノイズ検出信号を取得する
　請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記リファレンスノイズデータが、所定の実験を行うことにより予め得られた実験デー
タである
　請求項２ないし請求項９のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記共通電極が、ストライプ状の複数の電極パターンに分割されている
　請求項１ないし請求項１３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記表示制御回路は、前記複数の電極パターンのうちの一部の電極パターンを選択して
それらを同時に駆動すると共に、その選択すべき電極パターンを順次代えながら駆動する
　請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記表示制御回路が形成された回路基板と、
　前記回路基板と対向して配設された対向基板と
　を備え、
　前記表示画素電極が、前記回路基板の、前記対向基板に近い側に配設され、
　前記共通電極が、前記対向基板の、前記回路基板に近い側に配設され、
　前記回路基板の前記表示画素電極と、前記対向基板の前記共通電極との間に、前記表示
機能層が挿設されている
　請求項１ないし請求項１５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記表示機能層が液晶層である
　請求項１６に記載の表示装置。
【請求項１８】
　前記表示制御回路が形成された回路基板と、
　前記回路基板と対向して配設された対向基板と
　を備え、
　前記回路基板に前記共通電極および前記表示画素電極が絶縁層を介して順に積層され、
　前記回路基板の前記表示画素電極と、前記対向基板との間に、前記表示機能層が挿設さ
れている
　請求項１ないし請求項１５のいずれか１項に記載の表示装置。
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【請求項１９】
　前記表示機能層が液晶層であり、横電界モードでの液晶表示が行われる
　請求項１８に記載の表示装置。
【請求項２０】
　タッチセンサ付きの表示装置を備え、
　前記表示装置は、
　複数の表示画素電極と、
　前記表示画素電極と対向して設けられた共通電極と、
　画像表示機能を有する表示機能層と、
　前記表示画素電極に画像信号に基づく画素電圧を印加すると共に、前記共通電極に画像
表示制御の駆動周期と同期して極性が反転する共通駆動電圧を印加することにより、画像
表示制御を行う表示制御回路と、
　前記共通電極と協働して静電容量を形成するタッチ検出電極と、
　前記共通電極への前記共通駆動電圧の印加に応じて前記タッチ検出電極から得られる検
出信号に基づき、外部近接物体を検出するための検出動作を行うタッチ検出回路と
　を備え、
　前記タッチ検出回路は、前記検出信号の取得時における前記画像信号の階調に基づいて
その検出信号を補正し、検出動作を行う
　電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の表示装置は、複数の表示画素電極と、この表示画素電極と対向して設けられた
共通電極と、画像表示機能を有する表示機能層と、表示画素電極に画像信号に基づく画素
電圧を印加すると共に、共通電極に画像表示制御の駆動周期と同期して極性が反転する共
通駆動電圧を印加することにより、画像表示制御を行う表示制御回路と、共通電極と協働
して静電容量を形成するタッチ検出電極と、共通電極への共通駆動電圧の印加に応じてタ
ッチ検出電極から得られる検出信号に基づき、外部近接物体を検出するための検出動作を
行うタッチ検出回路とを備えたものである。また、このタッチ検出回路は、検出信号の取
得時における前記画像信号の階調に基づいてその検出信号を補正し、検出動作を行うよう
になっている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の表示装置および電子機器では、元々表示用駆動電圧の印加用に設けられた共通
電極と、新たに設けたタッチ検出電極との間に、静電容量が形成される。この静電容量は
、物体の接触の有無によって変化する。したがって、表示制御回路により共通電極に印加
される共通駆動電圧を、タッチセンサ用駆動信号としても利用（兼用）することにより、
静電容量の変化に応じた検出信号がタッチ検出電極から得られる。そして、この検出信号
をタッチ検出回路に入力することにより、外部近接物体（物体の接触の有無等）が検出さ
れる。ここで、タッチ検出回路は、検出信号の取得時における画像信号の階調に基づいて
その検出信号を補正し、検出動作を行う。これにより、画像表示制御の際の画像信号の書
き込み動作に起因して検出信号に含まれるノイズ（内部ノイズ）の影響を低減しつつ、検
出動作を行うことができる。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の表示装置および電子機器によれば、静電容量の変化に応じてタッチ検出電極か
ら得られる検出信号に基づいて外部近接物体を検出すると共に、タッチ検出回路において
、検出信号の取得時における画像信号の階調に基づいてその検出信号を補正して検出動作
を行うようにしたので、従来のようなシールド層を用いることなく、上記内部ノイズの影
響を低減しつつ検出動作を行うことができる。よって、静電容量型のタッチセンサを備え
た表示装置において、シールド層を用いずに物体の検出精度を向上させることが可能とな
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　画素基板２は、回路基板としてのＴＦＴ基板２１と、このＴＦＴ基板２１上にマトリク
ス状に配設された複数の画素電極２２とを有する。ＴＦＴ基板２１には、各画素電極２２
を駆動するための図示しない表示ドライバやＴＦＴ（薄膜トランジスタ）の他、各画素電
極に画像信号を供給するソース線（後述するソース線２５）や、各ＴＦＴを駆動するゲー
ト線（後述するゲート線１２６）等の配線が形成されている。ＴＦＴ基板２１にはまた、
後述するタッチ検出動作を行う検出回路（図８）が形成されていてもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図６に示した例では、表示画素２０には、ゲートドライバ２６Ｄに接続されたゲート線
１２６と、図示しないソースドライバに接続された信号線（ソース線）２５と、共通電極
ドライバ４３Ｄに接続された共通電極４３１～４３ｎとが接続されている。共通電極ドラ
イバ４３は、前述したように、共通電極４３１～４３ｎに対してコモン駆動信号Ｖcom（
Ｖcom(1)～Ｖcom(n)）を順次供給するものである。この共通電極ドライバ４３Ｄは、例え
ば、シフトレジスタ４３Ｄ１と、ＣＯＭセレクト部４３Ｄ２と、レベルシフタ４３Ｄ３と
、ＣＯＭバッファ４３Ｄ４とを有している。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　一方、図７に示した例では、表示画素２０には、ゲート・共通電極ドライバ４０Ｄに接
続されたゲート線１２６および共通電極４３１～４３ｎと、図示しないソースドライバに
接続された信号線（ソース線）２５とが接続されている。ゲート・共通電極ドライバ４３
は、ゲート線１２６を介して各表示画素２０に対してゲート駆動信号を供給すると共に、
共通電極４３１～４３ｎに対してコモン駆動信号Ｖcom（Ｖcom(1)～Ｖcom(n)）を順次供
給するものである。このゲート・共通電極ドライバ４０Ｄは、例えば、シフトレジスタ４
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０Ｄ１と、イネーブル・コントロール部４０Ｄ２と、ゲート／ＣＯＭセレクト部４０Ｄ３
と、レベルシフタ４０Ｄ４と、ゲート／ＣＯＭバッファ４０Ｄ５とを有している。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　イネールブル・コントロール部４０Ｄ２は、シフトレジスタ４０Ｄ１から転送されたク
ロックパルスを利用してイネーブルパルスを取り込むことにより、ゲート線１２６を制御
するためのパルスを生成するものである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
（１．基本動作）
　この表示装置１では、画素基板２の表示ドライバ（共通電極ドライバ４３Ｄ等）が、共
通電極４３の各電極パターン（共通電極４３１～４３ｎ）に対してコモン駆動信号Ｖcom
を線順次で供給する。この表示ドライバはまた、ソース線２５を介して画素電極２２へ画
素信号（画像信号）を供給すると共に、これに同期して、ゲート線１２６を介して各画素
電極のＴＦＴ（ＴＦＴ素子Ｔｒ）のスイッチングを線順次で制御する。これにより、液晶
層６には、表示画素２０ごとに、コモン駆動信号Ｖcomと各画像信号とにより定まる縦方
向（基板に垂直な方向）の電界が印加され、液晶状態の変調が行われる。このようにして
、いわゆる反転駆動による表示が行われる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　次に、信号処理部８４およびフレームメモリ８６は、ステップＳ１２において取得した
、実験データにおける内部ノイズを含む検出信号Ｖdetの信号値を用いて、画像信号の階
調に応じて前述した補正テーブル内の検出信号の信号値を、随時作成（更新）する（ステ
ップＳ１３）。具体的には、例えば図１３（Ｂ）に示したようにして、複数の表示画素２
０を含む所定の画素領域ごとに、実験データにおける内部ノイズを含む検出信号Ｖdetの
信号値を格納してなる補正テーブルを更新する。ここで、この所定の画素領域とは、例え
ば図１５（Ａ），（Ｂ）中に示した単位補正領域２００に対応している。この単位補正領
域２００では、センサ用検出電極４４の各電極パターンを、水平ライン方向の長さ（セン
サピッチＰａ）の中心位置に含んでいる。また、共通電極４３の各電極パターンの幅（駆
動ライン幅（位置検出用駆動ラインＬ１の幅）Ｗｂ）が、単位補正領域２００における垂
直ライン方向の長さに設定されている。すなわち、各単位補正領域２００では、水平ライ
ン方向の長さがセンサピッチＰａとなっていると共に、垂直ライン方向の長さが駆動ライ
ン幅Ｗｂとなっている。そして、補正テーブル内の各単位補正領域２００では、その領域
内に位置する全ての表示画素２０における画像信号の平均階調を基に、内部ノイズを含む
検出信号Ｖdetの信号値を格納している。なお、図１５（Ａ）に示した例では、表示用Ｉ
Ｃ９１Ｄとタッチセンサ用ＩＣ９２Ｄとが別個に設けられており、ＦＰＣ９０によって互
いに配線接続されている。一方、図１５（Ｂ）に示した例では、表示用ＩＣとタッチセン
サ用ＩＣとが１チップ化されてなる表示・タッチセンサ用ＩＣ９３Ｄが設けられている。
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なお、前述した検出信号Ｖdetの取得時における画像信号は、表示用ＩＣからタッチセン
サ用ＩＣへ、ＦＰＣ９０を介して供給される（図１５（Ａ））か、もしくはＩＣ内の配線
により直接供給される（図１５（Ｂ）ようになっている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　次に、信号処理部８４およびフレームメモリ８６は、ステップＳ１３において作成（更
新）された補正テーブルを用いて、ステップＳ１４において取得した検出信号Ｖdetを補
正することにより、補正信号を生成する（ステップＳ１５）。具体的には、例えば図１３
（Ｄ）に示したように、前述した単位補正領域２００ごとに、補正テーブル内の内部ノイ
ズを含む検出信号Ｖdetの信号値と、取得した検出信号Ｖdetの信号値との間で、減算もし
くは除算（ここでは、除算）を行う。これにより、取得した検出信号Ｖdetが補正され、
補正信号が生成される。このとき、信号処理部８４およびフレームメモリ８６は、水平ラ
イン方向に含まれる全単位補正領域２００での補正結果を加味して、その水平ライン内の
各単位補正領域２００において、取得した検出信号Ｖdetの補正を行うようにするのが好
ましい。このように構成した場合、後述するように（図１８）、検出信号Ｖdetに含まれ
る内部ノイズの影響をより低減することができ、検出精度をより向上させることができる
からである。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９９】
　画素基板２Ｂは、ＴＦＴ基板２１と、このＴＦＴ基板２１上に配設された共通電極４３
と、この共通電極４３の上に絶縁層２３を介してマトリクス状に配設された複数の画素電
極２２とを有する。ＴＦＴ基板２１には、各画素電極２２を駆動するための図示しない表
示ドライバやＴＦＴのほか、絶縁層２３１，２３２を介して、各画素電極に画像信号を供
給する信号線（ソース線）２５や、各ＴＦＴを駆動するゲート線１２６等の配線が形成さ
れている（図２３）。ＴＦＴ基板２１にはまた、タッチ検出動作を行う検出回路８（図８
）が形成されている。共通電極４３は、タッチ検出動作を行うタッチセンサの一部を構成
するセンサ用駆動電極としても兼用されるものであり、図１における駆動電極Ｅ１に相当
する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　画素基板２Ｂの表示ドライバ（図示せず）は、共通電極４３の各電極パターンに対して
コモン駆動信号Ｖcomを線順次で供給する。表示ドライバはまた、ソース線２５を介して
画素電極２２へ画像信号を供給すると共に、これに同期して、ゲート線１２６を介して各
画素電極のＴＦＴのスイッチングを線順次で制御する。これにより、液晶層６には、画素
ごとに、コモン駆動信号Ｖcomと各画像信号とにより定まる横方向（基板に平行な方向）
の電界が印加されて液晶状態の変調が行われる。このようにして、いわゆる反転駆動によ
る表示が行われる。
【手続補正１４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　また、上記のように、タッチセンサ用駆動電極としての共通電極４３が画素基板２Ｂの
側に設けられると共に、この画素基板２Ｂ上にソース線２５やゲート線１２６も設けられ
ているため、本実施の形態では特に前述した内部ノイズの影響を受けやすい構造となって
いる。このことから、本実施の形態の表示装置１Ｂでは、そのようは内部ノイズの影響を
取り除いて検出動作を行う利点が特に大きいと言える。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】

【手続補正１６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】

【手続補正１７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１２】

【手続補正１８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２３】
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